【様式第13号】
第　　号
　年　月　日

　様

                                            　　大阪市長　

業務管理体制の整備について（命令）

　介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条の34第１項の規定に基づき、　　　年　月　日付け　　　　第　　号で勧告したところ、正当な理由なく同勧告に係る措置がとられていないと認められるので、同条第３項の規定に基づき、下記のとおり改善を命令します。
　また、この改善命令については、同条第４項の規定に基づき、その旨を公示することを申し添えます。

記

１　事業者名
　　
２　命令事項

３　改善期限　　　　　年　月　日

４　改善報告書の提出
（１）別添様式の命令事項改善報告書にこの命令に係る改善状況を記載し、その状況を確認できる資料を添付して提出してください。
（２）提出期限　　　　年　月　日

５　教示
　　この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、大阪府介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。（決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過した日には審査請求をすることができなくなることにご注意ください。）
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の規定によりこの決定があったことを知った日から６か月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長となります。）、大阪地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。（決定があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなることにご注意ください。）



